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代表取締役社長 瀧 澤 利 一

第118期　定時株主総会決議ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り誠に有難く厚く御礼申
しあげます。
　さて、本日開催の第118期定時株主総会において、下
記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し
あげます。

敬　具
記

報 告 事 項 １．第118期（自平成29年４月１日至平成30年３
月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会
計監査人および監査役会の連結計算書類監査
結果報告の件

２．第118期（自平成29年４月１日至平成30年３
月31日）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項
第1号議案 剰余金の処分の件

　本件は、原案どおり承認可決され、期末におけ
る配当金は１株につき45円と決定いたしまし
た。これにより中間配当金を含めました当期の
年間配当金は1株当たり85円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件
　本件は、原案どおり承認可決されました。な
お、変更の内容は後記＜ご参考＞のとおりであり
ます。

第3号議案 取締役1名選任の件
　本件は、原案どおり承認可決され、関根近子氏
（新任）が選任され、就任いたしました。なお、
関根近子氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件
　本件は、原案どおり承認可決され、高橋秀法氏
（新任）が選任され、就任いたしました。なお、
高橋秀法氏は社外監査役であります。
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第5号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
　本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報
酬限度額については年額500百万円以内（うち社
外取締役分は年額60百万円以内）、また監査役
の報酬限度額については年額100百万円以内と
なりました。

以　上

＜ご参考＞
定款一部変更の内容は次のとおりであります。

（下線は、変更部分を示します。）
変更前定款 変更後定款

(商　　号) (商　　号)
第１条　当会社は 日本バル
　カー工業株式会社 と称し、
　英文ではＮＩＰＰＯＮ
　 ＶＡＬＱＵＡ 
　ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ，
　ＬＴＤ． とする。

第１条　当会社は 株式会社
　バルカー と称し、英文では
　ＶＡＬＱＵＡ，ＬＴＤ．と
　する。

（目　　的） （目　　的）
第２条　当会社は下記の業務
　を営むことを目的とする。

第２条　当会社は下記の業務
　を営むことを目的とする。

　１（イ）～（ト）（条文省略） 　１（イ）～（ト）（現行どおり）
（新設） （チ）建設工事の請負ならび

に建設工事に関する
企画、設計、監理、マ
ネジメントおよびコ
ンサルティング

　２、３　　　　　（条文省略） 　２、３　　　　（現行どおり）

(員　　数) (員　　数)
第19条　当会社の取締役は、
　５名以内とする。

第19条　当会社の取締役は、
　７名以内とする。

　２　　　　　　　(条文省略) 　２　　　　　　(現行どおり)

(相 談 役) (削除)
第23条　取締役会の決議にも
　とづき相談役を定めること
　ができる。

第24条、第25条  (条文省略) 第23条、第24条(現行どおり)

（新設） (執 行 役 員）
第25条　当会社は、取締役会

の決議にもとづき、執行役員
を置くことができる。

（新設） 附　　則
第１条(商号)は平成30年10月
1日に効力が生じるものとす
る。なお、本附則は効力発生
日をもってこれを削除する。
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